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他団体の実施事例の内容について 

１ 法定税の超過課税 

団 体 名 三重県桑名市 岡山県美作市 北海道釧路市 大阪府箕面市 北海道上川町 大分県別府市 

税目名(種別) 入湯税（法定目的税） 入湯税（法定目的税） 入湯税（法定目的税） 入湯税（法定目的税） 入湯税（法定目的税） 入湯税（法定目的税） 

納税義務者 鉱泉浴場の入湯客 鉱泉浴場の入湯客 鉱泉浴場の入湯客 鉱泉浴場の入湯客 鉱泉浴場の入湯客 鉱泉浴場の入湯客 

課税免除等 

・年齢 12歳未満の者 

・共同浴場又は一般公衆浴場に

入湯する者 

・学校の行事として行われる修

学旅行の生徒 

・年齢 12歳未満の者 

・共同浴場又は一般公衆浴場に

入湯する者 

・負傷又は疾病の療養を目的と

した長期入湯客（要診断書） 

・修学旅行等の学生、生徒又は

児童で所属学校の長が発行す

る証明書類を有する者 

・福祉施設等における入湯者 

・義務教育に就学中の者及び就

学前の者 

・共同浴場一般公衆浴場で宿泊

施設を有しないもの又はこれ

らに類する浴場に入湯する者 

・一般公衆浴場で宿泊施設を有

するものに入湯する者のうち

日帰り者 

・年齢 12歳未満の者 

・共同浴場又は一般公衆浴場に

入湯する者 

 

・年齢 12歳未満の者 

・共同浴場又は一般公衆浴場に

入湯する者 

・修学旅行の団体で義務教育を

受けている生徒 

 

・年齢 12歳未満の者 

・共同浴場又は一般公衆浴場に

入湯する者 

・修学旅行を目的とする高等学

校以下の団体客 

・上記以外に市長が特に必要が

あると認めた者 

徴収方法 特別徴収(鉱泉浴場の経営者) 特別徴収(鉱泉浴場の経営者) 特別徴収(鉱泉浴場の経営者) 特別徴収(鉱泉浴場の経営者) 特別徴収(鉱泉浴場の経営者) 特別徴収(鉱泉浴場の経営者) 

税  率 

※下線部は改正箇所 

改正前は全て 150円 

１人１泊（又は１日） 

・ホテル又は旅館及びこれに 

類する施設利用者  210円 

・国民宿舎、寮、保養所及びこ

れに類する施設利用者 150円 

・入湯料金を徴収する上記以外

の施設を利用する者  60円 

１人１日 

 200 円 

（免除） 

・年齢 12歳未満 

・療養を目的とした長期入湯客 

・日帰り施設で 1000円以下 

・修学旅行などの学校行事 

・福祉施設等における入湯者 

１人１泊（又は１日） 

・一般の宿泊者  250円 

・国際観光ホテル整備法上の登

録ホテル・旅館以外の一般の

宿泊者     150円 

・一般の日帰り者 90円 

・修学旅行の学生生徒  

 10人以上の団体・宿泊 70円 

 10人以上の団体・日帰り 40円 

１人１日 

・宿泊し入湯する者  200円 

・宿泊せず入湯する者 75円 

・修学のための団体の生徒又 

は学生は上記のそれぞれ半額 

１人１日 

・一般の宿泊者  250円 

・国際観光ホテル整備法に規定

する登録ホテル等以外の一般

の宿泊者    150円 

・一般の日帰り者 150円 

・修学旅行の学生、生徒の団体

10人以上及び療養のため 7日

以上滞在し入湯する者 75円 

１人１日・宿泊料金又は飲食料金 

*1,500円以上 2,000円以下  50 円 

*2,001円以上 4,500円以下 100 円 

*4.501円以上 6,000円以下 150 円 

*6,001円以上 50,000円以下 250円 

*50,001円以上       500円 

*娯楽施設等における鉱泉浴場 

の利用          40円 

※長期滞在者・療養者上記の 1/2 

H30決算額 

()は超過課税分等 

7,050万円 

（1,150万円） 

4,244万円 

（1,061万円） 

1億 5,797万円 

（4,695万円） 

7,469万円 

（1,111万円） 

1億 2,446万円 

（4,340万円） 

3億 2,064万円 

1億 5,000万円【平年度見込】 

超過課税分 

の使途 

※()は、使途をもと

に町の歳出分類表

上の区分を記載 

・標準税率分と合わせ観光、環

境、消防施設等の費用に充当 

（①-A,②-A） 

・平成 27 年度に基金条例を制

定し予算の範囲内で積立 

 

・標準税率と合わせ観光、環境、

消防施設等の費用に充当 

・徴収した入湯税のうち、観光

振興助成事業分として 50％

を施設のある温泉旅館組合

に、そのうち 15％を観光協会

に還元。（①-A,②-A） 

関係団体と釧路市による「阿寒

湖温泉地区観光振興検討会」で

毎年協議して次年度の使途を 

決定。市からの補助金として阿

寒湖温泉での観光振興事業を支

援する仕組み 

・国際観光地整備事業（①-A,③-A） 

・おもてなし事業（①-A） 

標準税率分と合わせ観光、環境、

消防施設等の費用に充当 

（①-A,②-A） 

・超過課税分は、DMC 大雪山ツ

アーズへの補助金と基金に積

立て（①-A） 

・層雲峡温泉周辺の豊かな自然

を活かした体験型観光の推進

などに充てる。 

（①-A） 

超過課税分の使途に関する審議

会を設置。（使途の協議→市長に

答申→予算化→議会へ提案） 

①温泉資源の保護、確保（なし） 

②観光客の快適性確保（①-A,B） 

③観光客の安全・安心の確保（①-A） 

④観光客を増加させるための事業推進（①-A）  

⑤観光客の受入態勢の充実（①-A,B、③-B） 

超過課税 

実施時期 

・平成 22年４月１日 

昭和 53年より実施（旧長島町） 

平成 16年合併後、５年間は現行

税率とし、その後全市で実施 

・平成 17年 4月 1日 

５町１村の合併に伴い実施。

旧美作町は合併前、入湯税

150 円、入湯料 50円徴収 

平成 27年４月１日（10年間） 

※国際観光ホテル整備法の登録

施設（ホテル３施設・旅館６施設） 

平成 28年６月１日 平成 30年４月１日 

※国際観光ホテル整備法の登録

施設（旅館４施設） 

平成 31年４月１日（5年間） 

備  考 
一般会計で収支を経理 

（桑名市観光振興基金） 

一般会計で収支を経理 引上げ分は基金に積立て経理 

（釧路市観光振興臨時基金） 

一般会計で収支を経理 引上げ分は基金に積立て経理 

（上川町観光振興基金） 

引上げ分は基金に積立て経理 

（別府市観光みらい創造基金） 

 

参考資料２ 
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１ 法定税の超過課税（つづき） 

 

団 体 名 山口県長門市 北海道登別市 北海道伊達市 栃木県那須塩原市 

税目名(種別) 入湯税（法定目的税） 入湯税（法定目的税） 入湯税（法定目的税） 入湯税（法定目的税） 

納税義務者 鉱泉浴場の入湯客 鉱泉浴場の入湯客 鉱泉浴場の入湯客 鉱泉浴場の入湯客 

課税免除等 

・年齢 12歳未満の者 

・共同浴場又は一般公衆浴場に

入湯する者 

・地域住民の福祉向上のため設

置した市営浴場に入湯する者 

・日帰り施設等で料金 1,000 円

未満の施設に入湯する者 

・修学旅行等で入湯する者 

・長期(6泊以上)湯治客 

・年齢 12歳未満の者 

・共同浴場又は一般公衆浴場に

入湯する者 

・修学旅行の生徒 

・その他公益上の事由により規

則で定める者 

・年齢 12歳未満の者 

・共同浴場又は一般公衆浴場に

入湯する者 

・修学旅行の中学生 

 

・年齢 12歳未満の者 

・共同浴場又は一般公衆浴場に

入湯する者 

・前各号に掲げるもののほか、

市長が特別な事情があると認

める者 

徴収方法 特別徴収(鉱泉浴場の経営者) 特別徴収(鉱泉浴場の経営者) 特別徴収(鉱泉浴場の経営者) 特別徴収(鉱泉浴場の経営者) 

税  率 

※下線部は改正箇所 

改正前は全て 150円 

１人１日１施設当たり 

・湯本長門温泉 300円※ 

・油谷湾温泉、湯免温泉、俵山

温泉 150円 

※大字深川湯本地内の長門市景

観条例第７条第１項に基づ

き、景観形成重点地区に指定

された区域内の鉱泉浴場 

１人１日 

・一般客 

宿泊 300円、日帰 50円 

・修学旅行客(高校生以上) 

宿泊 70円、日帰 50円 

・ユース・ホステルの会員 

宿泊 100円、日帰 50円 

・湯治客(7日以上滞在) 70円 

１人１泊（又は１日） 

・一般入湯客 

 宿泊 300円 

※宿泊料金等が 6000 円かつ総

客室数が20室未満 宿泊150円 

日帰り 50円  

・修学旅行の学生入湯客 

日帰り 40円 宿泊 80円 

・6泊以上滞在する湯治客 

1泊 50円 

１人 

・１泊 150円,１泊(自炊)100円 

※宿泊料金 １万円以下 200円 

 １万円超～２万円以下 250円 

 ２万円超      300円 

・日帰り 50円 

・修学旅行等の学校行事 

中学校又は高等学校の生徒で 

１泊又は日帰り 20円 

H30決算額 

()は超過課税分等 

3,559万円 

3,000万円【平年度見込】 

1億 8,717万円 

1 億 8,000万円【平年度見込】 

3,319万円 

3,000万円【平年度見込】 

1億 3,168万円 

【－】 

超過課税分 

の使途 

※()は、使途をもと

に町の歳出分類表

上の区分を記載 

基金に積立て、長門湯本温泉の

まちなみ環境整備やイベントの

実施など、温泉街の魅力づくり

に活用（①-A,③-A） 

・基金に積立て、観光に訪れる

方の受入環境の整備等の財源と

して活用 

・登別駅へのエレベーター設置

を切っ掛けとして導入。整備後

は、受入環境整備に充当予定。 

（①-A,③-A） 

・基金に積立て、魅力ある大滝

区の観光振興事業の財源として

活用（①-A） 

・充当事業は、新たに設置する

検討委員会等において、（仮称）

大滝区観光振興計画を策定し事

業化を進めていく予定 

・引上げ対象施設は、大滝区北

湯沢温泉の３施設のみ 

・市独自の「コロナ禍における

観光のあり方」における信頼の

観点から旅館・ホテル等の宿泊

施設従事者の PCR 検査を実施

し、観光客及び宿泊施設従事者

の安心安全を担保するために引

上げ 

・９月議会に上程し、議決 

超過課税 

実施時期 

令和２年４月１日 令和２年４月１日 令和２年 10月１日（10年間） 

 

令和２年 12月１日 

～令和４年３月 31日（予定） 

備  考 
引上げ分は基金に積立て経理 

（長門市長門湯本温泉みらい振興基金） 

引上げ分は基金に積立て経理 

（登別市観光開発基金） 

引上げ分は基金に積立て経理 

（伊達市大滝区観光振興基金） 

一般会計で収支を経理 
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２ 法定外税（目的税・普通税） 

団 体 名 京都府京都市 石川県金沢市 北海道倶知安町 福岡県福岡市 福岡県北九州市 

税目名(種別) 宿泊税（法定外目的税） 宿泊税（法定外目的税） 宿泊税（法定外目的税） 宿泊税（法定外目的税） 宿泊税（法定外目的税） 

目的等 

国際文化観光都市としての魅力を高

め、及び観光の振興を図る施策に要す

る費用に充てるため 

金沢の歴史、伝統、文化など固有の魅

力を高めるとともに、市民生活と融

和した持続可能な観光の振興を図る

施策に要する経費に充てるため 

世界に誇れるリゾート地として発展し

ていくことを目指し、地域の魅力を高

めるとともに、観光の振興を図る施策

に要する費用に充てるため 

九州のｹﾞｰﾄｳｪｲ都市の機能強化、大型

MICE 等の集客拡大への対応及び観光

産業や市民生活へ着目した取り組み

に要する費用に充てるため 

北九州市の観光資源の魅力向上及び情報

発信、旅行者の受入環境の充実その他の観

光の振興を図る施策に要する費用に充て

るため 

課税客体 

・旅館業法に規定する旅館業を営む施

設への宿泊行為 

・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊

事業を営む施設への宿泊行為 

・旅館業法の許可を受けた旅館、ホ

テル又は簡易宿所への宿泊行為 

・住宅宿泊事業法の規定する住宅宿

泊事業を営む施設への宿泊行為 

・旅館業法の許可を受けた旅館、ホテ

ル又は簡易宿所への宿泊行為 

・住宅宿泊事業法の規定する住宅宿泊

事業を営む施設への宿泊行為 

・旅館業法に規定する旅館・ホテル営

業、簡易宿所営業に係る施設への

宿泊行為 

・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿

泊事業に係る住宅への宿泊行為 

・旅館業法の許可を受けた旅館、ホテル又

は簡易宿所への宿泊行為 

・国家戦略特別区域法の認定事業（特区民

泊）を行う施設への宿泊行為 

・住宅宿泊事業法の規定する住宅宿泊事業

を営む施設への宿泊行為 

課税標準 
ホテル、旅館、簡易宿所、住宅宿泊事

業を営む施設への宿泊数 

ホテル、旅館、簡易宿所、住宅宿泊事

業を営む施設への宿泊数 

ホテル、旅館、簡易宿所、住宅宿泊事

業を営む施設への宿泊料金 

ホテル、旅館、簡易宿所、住宅宿泊事

業を営む施設への宿泊数 

北九州市内の宿泊施設における宿泊数 

納税義務者 
ホテル、旅館、簡易宿所、住宅宿泊事

業を営む施設への宿泊者 

ホテル、旅館、簡易宿所、住宅宿泊事

業を営む施設への宿泊者 

ホテル、旅館、簡易宿所、住宅宿泊事

業を営む施設への宿泊者 

ホテル、旅館、簡易宿所、住宅宿泊事

業を営む施設への宿泊者 

北九州市内の宿泊施設における宿泊者 

課税免除等 

・学校教育法第１条に規定する学校

（大学を除く）の児童、生徒又は学

生で、当該学校が主催する修学旅

行、その他学校行事に参加している者 

・修学旅行その他学校行事の引率者 

－ 

 

・学校教育法第１条に規定する学校

(大学除)の幼児,児童,生徒学生及び

引率者で当該学校が主催する修学旅

行、その他行事に参加している者 

・職場体験を行う生徒又は学生 

－ － 

徴収方法 
特別徴収（特別徴収義務者：旅館業又

は住宅宿泊事業を営む者） 

特別徴収（特別徴収義務者：旅館業又

は住宅宿泊事業を営む者） 

特別徴収（特別徴収義務者：旅館業又

は住宅宿泊事業を営む者） 

特別徴収（特別徴収義務者：旅館業又

は住宅宿泊事業を営む者） 

特別徴収（特別徴収義務者：旅館業、特区

民泊又は住宅宿泊事業を営む者） 

税  率 

１人１泊（宿泊料金） 

・20,000円未満      200円 

・20,000円以上 50,000円未満 500円 

・50,000円以上     1,000円 

１人１泊（宿泊料金） 

・20,000円未満 200円 

・20,000円以上 500円 

宿泊料金の２％ １人１泊（宿泊料金） 

・20,000円未満 150円（県分 50円） 

・20,000円以上 450円（県分 50円） 

１人１泊につき 150円（県分 50円） 

収入見込額 45億 6,000万円【平年度見込】 7億 2,000万円【平年度見込】 3億 8,000万円【平年度見込】 18 億 2,000万円【平年度見込】 3億円【平年度見込】 

使  途 

※()は、使途をも

とに町の歳出分類

表上の区分を記載 

・混雑対策,分散化（①-A,③-A） 

・民泊対策（③-A） 

・宿泊事業者支援（①-A） 

・受入れ環境の整備（①-A） 

・京都ならではの文化振興,美しい景

観の保全（③-A,④-A） 

次の３つの方向性を軸に毎年度検討 

・まちの個性に磨きをかける歴史、

伝統、文化の振興（①-A,③-A） 

・観光客の受入れ環境の充実（①-A） 

・市民生活と調和した持続可能な観

光の振興（①-A,②-A,③-A,④-A） 

・リゾート地としての質の向上 

 域内交通網の整備（①-A） 

 羊蹄山・ニセコの環境保全（①-A,B） 

 安全・安心なリゾートの形成（②-A,③-A） 

・リゾート地としての魅力の向上 

 観光ｲﾝﾌﾗの整備・観光人材育成、新

幹線を意識したまちづくり（①-A,③-A）  

観光振興条例に基づき次の３つの費

用に充てる 

・九州のｹﾞｰﾄｳｪｲ都市機能強化（①-A） 

・持続可能な観光振興（①-A） 

・大型 MICE等集客拡大（①-A,③-A） 

・基金への積立〔予算の範囲内又は前

年度充当残〕（－） 

・宿泊税を活用した観光振興 

①都市イメージ戦略（①-A） 

②観光資源の発掘・磨き上げ（①-A,③-A） 

③セールスプロモーション（①-A） 

④受け入れ態勢の整備（①-A,③-A） 

⑤MICE戦略〔都市型集客〕（－） 

⑥インバウンド戦略（①-A） 

施行年月日 

平成 30年 10月１日 

５年毎に施行状況、社会経済情勢の変

化等を勘案し必要な措置を講じる 

平成 31年４月１日 

５年毎に施行状況、社会経済情勢の

変化等を勘案し必要な措置を講じる 

令和元年 11月１日 

５年毎に施行状況、社会経済情勢の変

化等を勘案し必要な措置を講じる 

令和２年４月１日 

条例施行後３年（その後は５年ごと）

を目途に見直し規定あり 

令和２年４月１日 

条例施行後３年（その後は５年ごと）を目

途に見直し規定あり 

備考   倶知安町宿泊税基金 福岡市観光振興基金  
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団 体 名 岐阜県 沖縄県伊是名村他３村 静岡県熱海市 福岡県太宰府市 

税目名（種別） 乗鞍環境保全税（法定外目的税） 環境協力税等（法定外目的税） 別荘等所有税（法定外普通税） 歴史と文化の環境税（法定外普通税） 

目 的 等 

傑出した自然の風景地である乗鞍地域の自然環

境の保全に係る施策に要する費用に充てるため 

環境の美化、環境の保全及び観光施設の維持整

備に要する費用に充てるため 

自然環境や立地条件の良さから一戸建て別荘や

リゾートマンションの建設が相次いでいたこと

により、生活関連施設や消防はしご車、救急車の

整備などの行政需要が増大し、経費の一部を別

荘等所有者に負担をして頂くため 

歴史的文化遺産及び観光資源等の保全と整備を

図り、環境にやさしい「歴史とみどり豊かな文化

のまち」を創造する費用に充てるため 

課税客体 
乗鞍鶴ヶ池駐車場へ自動車を運転し自ら入る又

は他人を入り込ませる行為 

旅客船、飛行機（ヘリコプター）等により村へ入

域する行為 

別荘等の所有 有料駐車場に駐車する行為 

課税標準 
乗鞍鶴ヶ池駐車場の自動車で進入する回数 旅客船、飛行機（ヘリコプター）等により村へ入

域する回数 

別荘等の延面積 有料駐車場に駐車する台数 

納税義務者 

乗鞍鶴ヶ池駐車場へ入り込む自動車を運転する

者（自動車の運転者が、運転者以外の者の行う事

業に従事して当該自動車を運転する場合にあっ

ては、事業を行っている者） 

旅客船、飛行機（ヘリコプター）等により村へ入

域する者 

次の家屋の所有者 

・本人,家族が別荘等で所有する家屋 

・別荘等として貸し付けている家屋 

・旅館業法の許可を受けていない寮、保養所など 

一時有料駐車場の利用者 

課税免除等 

・緊急車両 

・駐車場、施設等を整備、管理又は運営するため

に使用する自動車 

・公益上、その他やむを得ないと認められる用務

に使用する自動車 

中学生（伊平屋村は高校生） 

障害者 

貸付けている ・地方税法第 292 条第１項第９号に規定する障

害者 

・上記の障害者に準ずる者 

徴収方法 
特別徴収（特別徴収義務者：駐車場料金徴収者）

ただし、一般乗合用バスは申告納付 

特別徴収 普通徴収 

（納期：年４回） 

特別徴収 

（特別徴収義務者：有料駐車場の業者） 

税  率 

以下を運転する者 1回につき 

（乗車定員） 

30人以上の観光バス    3,000 円 

30人以上の一般乗合用バス 2,000 円 

11人以上 29人以下の自動車 1,500 円 

10以下の自動車等      300 円 

１回の入域につき１人 100円 １㎡：650円 ・２輪車（自転車を除く）  50円/回 

・乗用車（定員 10人以下） 100円/回 

・ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ（定員 29人以下）300円/回 

・大型バス（定員 29人超） 500円/回 

H30決算額 
1，212万円 伊是名村    406万円、伊平屋村    328万円 

渡嘉敷村  1,254万円、座間味村 1,037万円 

5億 2,969 万円 8,491万円 

使  途 

※()は、使途をもと

に町の歳出分類表

上の区分を記載 

・徴収から徴収費用を控除して得た額を乗鞍地

域の環境保全〔環境パトロール員やネイチャ

ーガイドの設置等〕とその影響調査（①-A） 

・車で入り込む人に着目した税であることから、

車種ごとの１人あたりの金額を決めて、車種

ごとの平均乗車人数を勘案して税率を決定 

・環境に配慮した低公害車の軽減税率も検討し

たが、「人」に着目している趣旨との整合性が

図れないため軽減は行っていない 

・H29渡嘉敷村使途状況 

 処理施設費（②-B） 

 林道施設維持管理費、村道維持管理費（③-B） 

 観光振興費（①-A） 

 文化財保護費他（③-B） 

・H30座間味村使途状況 

 農道林道避難道草刈、施設管理・道路清掃（③-B） 

 公園清掃・環境美化助成金（③-B） 

 神の浜展望台〔老朽化施設〕撤去工事（①-A） 

法定外普通税であるが、生活関連施設〔ごみ処

理、し尿処理、上下水道の整備〕や安心・安全の

ための消防はしご車、救急車の整備などインフ

ラ整備に対する経費の一部を応分に負担しても

らうという趣旨を踏まえた使途に活用 

（②-A,③-A） 

 

 

 

・基金に積立※し観光・産業の振興、環境保全等

まちづくりのために使用（①-A,②-A,③-A,③

-B,④-A） 

・歴史と文化の環境税運営協議会で出された意

見や提言を踏まえ、目的税的普通税として、使

途を明確化した上で活用 

※歴史と文化の環境整備基金 
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団 体 名 岐阜県 沖縄県伊是名村他３村 静岡県熱海市 福岡県太宰府市 

税目名（種別） 乗鞍環境保全税（法定外目的税） 環境協力税等（法定外目的税） 別荘等所有税（法定外普通税） 歴史と文化の環境税（法定外普通税） 

施行年月日 

平成 15年４月１日 

・３年毎に自然環境保全の在り方について検討

を加え必要な措置を講ずる 

伊是名村平成 17年４月 25日 

伊平屋村平成 20年７月１日 

渡嘉敷村平成 23年４月１日 

座間味村平成 30年４月１日 

昭和 51年４月１日 

平成 28年３月 31日更新 

（適用期間５年） 

平成 15年５月 23日 

平成 30年５月 23日更新 

（適用期間３年間） 

その他 

・平成 15年度に乗鞍スカイラインが無料化され

ることにより、自動車の流入量が激増し、自然

環境に悪影響を及ぼすことが懸念されたため

マイカー規制の実施にあわせ、積極的に乗鞍

地域の環境保全施策を実施ため、その原因者

に負担を求める手法として法定外税を導入。 

 

・伊是名村では環境協力税の導入時に住民を課

税対象外とする考えであったが、総務省及び

沖縄県との調整の結果、入域する観光客だけ

に課税をするのは税の公平性から認められ

ず、課税を行うならば運天港で船舶に乗船す

る観光客ばかりではなく、住民に対しても課

税し、乗船する人全員に課税すべきであると

いう調整結果がだされた。 

・利用の有無にかかわらず、住民票と税申告のな

い方に課税 

・固定資産税、都市計画税、市県民税均等割（家

屋敷課税）は、別途、徴収 

【次の駐車場は除外】 

・月極駐車場（住居用、事業所・店舗用、通勤・通学用） 

・事業所・店舗等に付随する駐車場（もっぱら来

客用のもの） 

・臨時的駐車場（駐車可能台数５台以下又は営業

日数が年間 10日以下） 

 

 

３ その他（協力金、寄付金など） 

団体名 山梨県・静岡県 鹿児島県屋久島町 沖縄県竹富町 東京都千代田区 

名  称 富士山保全協力金 屋久島山岳部環境保全協力金 竹富島入域料 有料公衆トイレ 

目  的 

美しい富士山を後世に引き継ぐため、富士山の

環境保全や登山者の安全対策を図る 

世界遺産地域をはじめとする屋久島の山岳部の

自然環境を将来にわたって保全するため、トイ

レや登山道等の利用施設の維持管理と、安心で

安全な自然体験の環境整備を行う 

・亜熱帯の自然と島民の暮らしが育んだ竹富島

の貴重な生態系と農村集落景観の保全・再生 

・それらを保全・再生するための調査研究、技術

の継承、人材育成の推進 

誰でも快適に利用できる、安全で明るく清潔な

トイレの維持管理のため 

※千代田区公衆便所の設置及び管理に関する条

例に基づき徴収 

施行年月日 平成 26年７月１日 平成 29年３月１日 令和元年９月１日（５年間） 平成 18年 10月 

概  要 

※()は、使途をもと

に町の歳出分類表

上の区分を記載 

・協力金の額 

 基本 1,000円〔子どもや障がい者は協力可能額〕 

・７月１日から９月 10日の期間実施 

・R1協力金  

山梨県 1億 36万円〔協力率 67.2％〕 

 静岡県 5,751万円〔協力率 67.4％〕 

・富士山の環境保全、登山者の安全対策等のほか 

トイレ、インフォメーションセンター、救護所

の運営等（①-A,B、②-A,B） 

・公平で効率的なものとするため、強制徴収も視

野に入れて検討中 

・協力金の額 

日帰り利用者 1,000円 

山中泊利用者 2,000円 

・実施期間 3月 1日から 11月 30日 

・H29収入額：6,541万円〔協力率 79.16％〕 

支出総額:5,966万円 

・協力金は、バスチケットに併せた納付のほか、

募金箱や事前振込分も含む 

・山岳トイレの維持管理経費や協力者証作成費 

登山道の点検補修、マイカー規制等に係る経  

費、利用者のマナーや利用ルールの啓発、山岳 

部の自然環境を良好に保全する経費等のほか 

残額は基金に積立て（①-A,B、②-A、③-A） 

・協力金の額 

 300円 

・原則徴収免除の対象 

 竹富町民、竹富郷友会、竹富島に家族を有する

高校生以下、通勤者、町職員、中学生以下、障

がい者 

・R1.10～R2.3入島料 944 万円〔収受率:12％〕 

・使途 

「地域自然環境保全等事業費」「（一財）竹富島

地域自然資産財団の運営費」及び「入域料の収

受業務に係る費用」（③-A） 

・使用料の額 

 100円 

（障害者・小学生以下は無料） 

・平成 18年に約１億円をかけて建設 

・H30使用料：886万円 

・秋葉原駅東側広場内公衆便所 ｵｱｼｽ＠akiba 

・喫煙,情報コーナーを設置し、スタッフを常駐

させ清掃、受付管理を行う（①-B） 

※利用者数 約９万人／年度 

出典：総務省ホームページ（決算カード等）、各団体の決算書、例規集、議会会議録・議会資料、ホームページ及び聞き取り調査をもとに作成（作成時点：令和２年９月 29日）   


